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講　　師：立川市入札等監視委員会委員長
　　　　　元公正取引委員会、元流通科学大学教授　小

お
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　　　　　前立川市　契約課長　杉
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参加方法：[会場参加 ] 日本経営協会内専用教室  
　　　　　　　　　　  （東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-31-11
　　　　　　　　　　  　住友不動産新宿南口ビル13 階）
　　　　   [オンライン参加 ] ZoomによるLive 配信

参 加 料：会員（1名）    36,300 円（税込）
（負担金）一般（1名）    39,600 円（税込）
申込方法： 本会ホームページから講座名を検索していただき、お申込みください。
　　　　　　※令和 6年度より、ＦＡＸでのお申込みは廃止いたしました。
　　　　　・講座開催日の約 1か月前より順次、参加券および請求書をご連絡担当者宛にお送りいたします。
　　　　　・開催 3営業日前までに参加券が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。
　　　　　・お申込みは 5営業日前までにお願いいたします。
　　　　　・定員になり次第締め切らせていただきます。受付状況は、本会ホームページからご確認いただけます。
キャンセル：お申込み後、キャンセルされる場合は必ず事前にご連絡下さい。
　　　　　　会場参加の場合、開催日の３営業日前～前日のキャンセルは参加料の 30％、開催当日のキャンセル・ご欠席は 100％をキャンセル料

として申し受けます。オンライン参加の場合は、開催日の５営業日前～当日のキャンセルは100% をキャンセル料として申し受けます。
そ の 他：参加者が少数の場合、天災、その他の不可抗力の場合などにおいては、中止・延期させていただく場合があります。
〇オンライン参加での留意事項
・オンライン参加の場合、セミナー実施 3営業日前を目途に、ZOOM ID 等をメールにてお知らせいたします。
・お申込みをいただいた参加者のみご受講をお願いします。お申込みをいただいていない方の配信閲覧は堅くお断りいたします。

記

お 申 込 み
お問合せ先

（お問合せは平日の月曜日～金曜日の9：15～ 17：15にお願いいたします）　

本部事務局　企画研修グループ
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11
TEL（03）6632－7139
E-mail:tks@noma.or.jp     URL http://www.noma.or.jp

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会の事業活動には、平素より格別なご支援ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 　
　「競争入札」とは、競争を通じて、「契約の相手方 ( 誰と契約するか )」と「契約価格 ( いくらで契約するか )」を同時に決
める仕組みです。契約の相手方を公平に決め、適正な価格で購入するとともに、「政官業の癒着」を防止する仕組みとしては、
「競争入札」以外には考えられません。
　入札・契約手続を行う際には、以下の4 条件を遵守しなければなりません。
　第1 に、「透明性の確保 ( 手続や結果を公開する )」
　第2 に、「競争性の確保 ( 競争の結果によって落札者を決める )」
　第3 に、「客観性の確保 ( 客観的な基準によって落札者を決める )」
　第4 に、「公正・公平性の確保 ( 特定の者を優遇・冷遇してはならない )」
　本セミナーでは、予定価格の役割など入札・契約手続を適正に行うための基礎知識、一般競争入札が原則とされている理由、
指名競争入札・随意契約の長所と短所、公的機関と民間で発注の仕組みの相違点、談合を発見する方法、官製談合防止法の
解説などをした後、納税者の立場に立った入札改革により大きな成果を上げた実例を紹介します。
　本セミナーが入札・契約に携わる方々のお役に立てることを願っています。時節柄公務ご多忙の折とは存じますが、この
機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申しあげます。

敬　具　

管 財 課 長
契 約 課 長
財 政 課 長
総 務 課 長

回　覧

NOMA行政管理講座開催（ご案内）

基礎から学ぶ　入札制度と談合防止策

＜令和7年6月12日（木）・13日（金）＞

殿

　　　　　　　　　　　 　 （12：30から受付）
令和 7 年 6 月 12 日（木） 13：00 ～ 17：00

6 月 13 日（金） 10：00 ～ 16：00

一般社団法人 日本経営協会　

理事長　引野　隆志

オンライン参加可能
日経東発第60024202・60024203号

令和7年3月10日



『新版　公共入札・契約手続の実務』（学陽書房）を進呈します。当日のテキストとして使用します。

１．入札・契約制度の基礎知識
　⑴公共契約は誰のために行うのか
　⑵納税者のためにどのような入札・契約制度が望
ましいか

　⑶一般競争入札が契約の原則とされている理由
　⑷指名競争入札の長所と短所
　⑸随意契約が認められる場合
　⑹予定価格の性格・機能・役割
　⑺予定価格設定の方法
　⑻価格以外の考慮要素
　⑼「総合評価方式」の仕組みと問題点
　⑽入札制度の歴史

２．入札・契約をめぐる諸問題
　⑴事業者を保護・育成する部署が発注機関を兼ね
ることの弊害

　⑵入札改革に受注業界の意見も取り入れるべきか
　⑶入札改革と地元業者の保護・育成策の両立は可
能か

　⑷受注業者に対し地元業者の下請利用を義務づけ
るとどんな弊害が生じるか

　⑸最低制限価格を引き上げれば「建設業者の疲
弊」は防げるか

　⑹予定価格は秘密にしておくべきか
　⑺予定価格設定のための「参考見積」の提出要請
はなぜ問題か

　⑻契約担当者の発注能力不足を補う方法はあるか
　⑼「1者入札」が発生する原因と対策
　⑽ロックインが生じる理由と対策
　⑾安値入札と工事品質とに相関関係はあるか
　⑿工事品質をいかに確保するか

３．官製談合防止法の仕組みと運用状況
　⑴入札談合はどのような行為か
　⑵入札談合はなぜ行われるか

　⑶談合の有無と落札率にはどのような関係があるか
　⑷談合を発見する方法
　⑸官製談合防止法の制定経緯
　⑹官製談合はなぜ行われるのか
　⑺官製談合防止法の内容と運用状況
　⑻罰則規定(第8条)の適用状況

４．入札改革の成功例
　⑴入札改革により「談合」と「政官業の癒着」の
排除に成功した長野県

　⑵市町村合併を機に入札改革の地域を広げた三重
県松阪市

　⑶人口3万人の自治体でも入札改革が可能なことを
示した静岡県吉田町

　⑷簡易型・総合評価方式により地元業者保護を実
現させた長野県

　⑸「工事成績条件付入札」により工事成績を高め
ることに成功した横須賀市

　⑹「ワーキング」や「15ヶ月予算」により工事品
質の確保と検査業務の平準化を図る

　　鹿児島県薩摩川内市
　⑺ごみ収集業務委託を一般競争入札化し委託費を
大幅に節約させた横須賀市

　⑻「要望等記録・公開制度」の導入により議員等
の「口利き」の封じ込めに成功した横浜市

　⑼「公契約条例」の制定により労働者の賃金引き
上げを実現した千葉県野田市

５．東京都立川市の入札改革
　⑴立川市・入札改革の歴史
　⑵「複数年契約」と「長期継続契約」の活用
　⑶「予定価格の事前公表」と「変動型最低制限価
格制度」の併用で「職員の不祥事」

　　「くじ引き」「ダンピング」の発生を未然防止

特記事項

昭和 53 年から平成 18 年まで公正取引委員会事務総局勤務。この間、九州事務所長、官房国際課長、特別審査部第二特別
審査長、第一特別審査長、中部事務所長等を歴任、平成 18 年から令和 3 年まで流通科学大学商学部教授（経済法、知的財
産法など）、令和 3 年から令和 5 年まで亜細亜大学法学部非常勤講師（経済法）、令和 3 年から伊倉総合法律事務所顧問、
令和 6 年から一般社団法人 D2C エキスパート協会代表理事
＜主要図書＞
「企業・経営 Navigation」（第一法規、共著、2008 年刊）、「広告表示規制法」（青林書院、共著、2009 年刊）、「TXT経済法」（法
律文化社、共著、2016 年刊）、「Q＆A広告宣伝・景品表示に関する法律と実務」（日本加除出版、共著、2020 年刊）、「改訂
Q＆A広告宣伝・景品表示に関する法律と実務」（日本加除出版、共著、2024 年刊）

昭和 61（1986）年 立川市入庁　契約制度改革担当主査、契約課工事契約係長、品質管理課長などを経て、令和 5 年 3 月ま
で契約課長（定年退職）

　　

▲

プログラム ▲

https://www.noma.or.jp/seminar/tabid/138/Default.aspx

※令和6年度より、ＦＡＸでのお申込は廃止いたしました。
　下記ＵＲＬよりお申込みください。

検索ＮＯＭＡ 講座

講師紹介

小畑　徳彦 氏 立川市入札等監視委員会委員長（元公正取引委員会）　元流通科学大学教授
 おばた　   とくひこ

杉山　久徳 氏　  前立川市　契約課長
すぎやま　  ひさのり

※当日は最新の情報を反映する等、一部内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。


